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令和５年度第２回山県市公共交通会議資料

前回（令和 5年度第１回(R5.6.22)）からの実施事項

時期 内容

令和4年 6月 23 日 令和６年度地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請

国土交通大臣へ提出

令和5年 9月 1日 ◎企画乗車券「昼得きっぷ」 広報 9月号掲載

令和5年 9月 19 日 地域バス調整会議の開催（西深瀬）

令和 5年 9月 29 日 ◎中部運輸局長 令和６年度地域内フィーダー系統確保維持計画

認定

令和5年 10月 1日 山県市公共交通ガイドブックの更新

令和5年 11月 1日 ◎岐阜バスダイヤ改正 広報 11月号掲載

令和5年 12月 1日 ◎自主運行バス無料ウィーク 広報 12月号掲載

令和5年 12月 2日

～8日

◎ハタチの山県市記念事業「自主運行バス無料ウィーク」開催
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◎中部運輸局長 令和６年度地域内フィーダー系統確保維持計画認定
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◎広報紙による周知活動

9 月号掲載

11 月号掲載
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◎ハタチの山県市記念事業「自主運行バス無料ウィーク」開催



5



報告事項（２） 運賃協議分科会について

１．趣旨

道路運送法の改正により、令和 5年 10 月 1 日以降、運賃等の協議を行う際は、公共交通

会議ではなく、同法第 9条第 4項に規定する協議会で協議する必要があります。そこで、山

県市公共交通会議の分科会として運賃協議分科会を新たに設置し、運賃等に関する協議を

行います。

※国土交通省資料より抜粋

２．運賃協議の流れ

運賃協議分科会

書面または公共交通会議終了後に開催

公聴会

パブコメ、広報紙、ホームページへの意見募
集などで意見聴取

山県市公共交通会議

路線の態様等について検討
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３．運賃協議分科会構成員（案）

４．運賃協議が必要な例

①新たに協議運賃を適用する路線または区域（以下「協議路線等」という。）を設定して運

行する場合

②既に運行している協議路線とは別の経路・区域で協議路線等を設定して運行する場合

③既に運行している協議路線等における運賃を改定する場合

④【路線定期運行または路線不定期運行のとき】既に運行している協議路線等の運賃が均一

運賃でない場合において、停留所を新設（移設）する場合（ただし、停留所を移設する際、

運賃に変更がない場合を除く）

⑤【区域運行のとき】既に運行している協議路線等の運賃が均一性運賃でない場合において、

営業区域の新設（拡大）または運送の区間を新設する場合

５．直近の開催スケジュール

令和 6年 1月 16 日 第 2回山県市公共交通会議 開催

令和 6年 1月中旬 山県市公共交通会議設置要綱 改正

令和 6年 1月中旬～下旬 市ホームページに山県市自主運行バス運賃適用案 意見募集

令和 6年 1月下旬 運賃協議分科会 書面開催

令和 6年 2月上旬 協議が調った事項を提出

令和 6年 3月 2日以降 運賃改定

１ 市町村 副市長

２ 当該一般乗合旅客自動車運送事業者

（※当該路線を運行する事業者のみ参加）

岐阜乗合自動車株式会社

高富タクシー有限会社

３ 地方運輸局長 岐阜運輸支局

４ 住民の意見を代表する者 山県市自治会連合会会長



報告事項（３） 岐北線の減便について

【内容】

運転手不足及び令和 6年 4月の法改正（運転者の休息時間の下限 8時間から 9時間に変更等）

により、岐阜バスにおいて大規模なダイヤ改正並びに路線再編を余儀なくされています。自主運

行バスについても再編の対象となっており、山県市では岐北線【谷合-塩後間、神崎系統、谷合-

山県バスターミナル間】が減便の候補になっています。

岐北線は JR岐阜駅方面から美山地域北部の葛原（塩後）まで運行し、乗車時間は約 1時間半と

比較的長い路線であり、令和 6年 4月の法改正による運転手の休息時間の確保や効率的なダイヤ

を設定する上で課題となっています。また、美山地域北部で岐北線の乗車人数が減少しており、

他の路線と比較しても利用人数が少ないことから、減便の対象となりました。

今後は令和 6年 4月のダイヤ改正から減便、令和 7年 4月を目途に廃止予定であり、令和 6年

度に代替手段を検討予定です。

【路線の詳細】

○岐北線（谷合-塩後間）

運 行 日：平日（昼間帯を除く。昼間帯は美山地域デマンド型交通で運行）、土日祝

運 行 便 数：平日 15 便（上り 9便下り 6便）、土日祝 14便（上り 9便下り 5便）

○岐北線（神崎系統）

運 行 日：土日祝 ※平日は神崎山県 BT 線で運行。

運 行 便 数：土 8便（往復 4便）、日祝 6便（往復 3便）

岐北線（谷合-塩後間）

岐
北
線
（
神
崎
系
統
）
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【主な減便内容】

①谷合－塩後間の運行を減便し、谷合始発着または山県バスターミナル始発着に振替

今後：岐阜市方面－塩後 上り朝 1便 下り夜 1便を運行

②岐北線の運行本数を縮小

今後：平日上り 2便、下り 1便、土日祝上り 2便、下り 2便を減便

③岐北線神崎系統の運行を減便

今後：上り 2便、下り 2便を運行

※上り：ＪＲ岐阜方面行き、下：美山方面行き

【今後の流れ（予定）】

R6.1.16 山県市公共交通会議

R6.2 まで 北山、葛原地区自治会代表に報告

R6.2 中 岐阜運輸支局へ運行計画提出

R6.3 末 広報 4月号に掲載、公共交通ガイドブック全戸配布（予定）、市ホームページで周知

R6.4～ 廃止後の代替手段について検討

R7.4 以降 岐北線（谷合－塩後間、神崎系統）廃止、代替手段の運行


